
忘れていませんか　相続登記
　近年、不動産（土地、建物）をお持ちの方が亡くなっても、相続登記がされないケースが数多く
存在しており、「所有者不明土地問題」として社会問題になっています。
　相続登記がされないと、登記簿を見ただけでは不動産の所有者やその所在を把握できないため、
まちづくりのための公共事業や災害時の復旧復興が進まないといった問題が生じ、不動産取引を円
滑に行うことが難しくなります。このため、令和６年４月１日から、これまで任意であった相続登
記の申請が義務化されることになりました。
　不動産の相続登記をお済みでない方は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請をお願いしま
す。なお、相続登記の申請に当たっては、以下のサービスをご利用いただくと便利です。
■札幌司法書士会「相続登記相談センター」
　相続手続全般、個別の具体的な内容についての相談専用ダイヤルです（相談料無料）。
　　札幌司法書士会　☎ 011‒211‒6665（平日12時〜15時）
■法務局「登記手続案内」　※原則、電話での対応となります。
　申請書様式や必要な添付書類の種類などについてご案内します。
　　札幌法務局苫小牧支局　☎ 0144 ㉞ 7403（平日８時30分〜17時15分）

家屋を取り壊したときは手続きを
　町内にある住宅や倉庫などを取り壊したときは、年内に手続きを済ませましょう。固定資産税は
毎年１月１日現在の状況で課税されるため、今年中に家屋を取り壊した場合、翌年度から課税され
なくなります。
　①登記済の家屋を取り壊した場合 → 法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
　②未登記の家屋を取り壊した場合 → 税務住民課に家屋滅失届を提出してください。
問合せ　税務住民課税務グループ　☎ ㉒ 2513　札幌法務局苫小牧支局　☎ 0144 ㉞ 7151
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ふるさと納税（９月実績）

安平町は、たくさんの方に
応援していただいています。

　　　　寄付件数　2,507件
　　　　金　　額　26,822,000円
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